
- 1 -

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

（
消
防
計
画
）

（
消
防
計
画
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
と
し
て

指
定
さ
れ
た
地
域
（
以
下
「
推
進
地
域
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す

る
令
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
東

南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
三
条

第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
四
号
に

規
定
す
る
施
設
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
管
理
す

る
も
の
を
除
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
南
海
・
南

海
地
震
（
以
下
「
東
南
海
・
南
海
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
発

生
す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進

基
本
計
画
で
定
め
る
者
が
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
防
火
管

理
者
は
、
第
一
項
の
消
防
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

東
南
海
・
南
海
地
震
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
か
ら
の
円
滑
な

避
難
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

二

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
防
災
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
こ

と
。

三

東
南
海
・
南
海
地
震
に
よ
る
被
害
の
発
生
の
防
止
又
は
軽
減
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を
図
る
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

６

推
進
地
域
の
指
定
の
際
現
に
当
該
地
域
に
所
在
す
る
前
項
の
施

設
の
防
火
管
理
者
は
、
当
該
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に

、
第
一
項
の
消
防
計
画
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

７

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
防
火
対
象
物
で
防
災

５

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
防
火
対
象
物
で
防
災

セ
ン
タ
ー
（
総
合
操
作
盤
（
複
数
の
消
防
用
設
備
等
の
監
視
、
操

セ
ン
タ
ー
（
総
合
操
作
盤
（
複
数
の
消
防
用
設
備
等
の
監
視
、
操

作
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
す
る
設
備
を
い
う
。
）
そ

作
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
す
る
設
備
を
い
う
。
）
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
設
備
に
よ
り
、
当
該
防
火
対
象
物
の
消
防
用

の
他
こ
れ
に
類
す
る
設
備
に
よ
り
、
当
該
防
火
対
象
物
の
消
防
用

設
備
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
防
災
の
た
め
の
設
備
を
管
理
す

設
備
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
防
災
の
た
め
の
設
備
を
管
理
す

る
場
所
を
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
係
る
防
火
管
理

る
場
所
を
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
係
る
防
火
管
理

者
が
第
一
項
の
消
防
計
画
に
定
め
る
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
防
火

者
が
第
一
項
の
消
防
計
画
に
定
め
る
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
防
火

上
必
要
な
教
育
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
当
該
防
災
セ
ン
タ
ー
に

上
必
要
な
教
育
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
当
該
防
災
セ
ン
タ
ー
に

お
い
て
当
該
防
火
対
象
物
の
消
防
用
設
備
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

お
い
て
当
該
防
火
対
象
物
の
消
防
用
設
備
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
防
災
の
た
め
の
設
備
の
監
視
、
操
作
等
に
従
事
す
る
者
に
対

す
る
防
災
の
た
め
の
設
備
の
監
視
、
操
作
等
に
従
事
す
る
者
に
対

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
消
防
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
消
防
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

８

令
別
表
第
一

一

項
か
ら

四

項
ま
で
、

五

項
イ
、

六

項
、

６

令
別
表
第
一

一

項
か
ら

四

項
ま
で
、

五

項
イ
、

六

項
、

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

九

項
イ
、

十
六

項
イ
又
は

十
六
の
二

項
に
掲
げ
る
防
火
対

九

項
イ
、

十
六

項
イ
又
は

十
六
の
二

項
に
掲
げ
る
防
火
対

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

象
物
の
防
火
管
理
者
は
、
令
第
四
条
第
三
項
の
消
火
訓
練
及
び
避

象
物
の
防
火
管
理
者
は
、
令
第
四
条
第
三
項
の
消
火
訓
練
及
び
避

難
訓
練
を
年
二
回
以
上
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

難
訓
練
を
年
二
回
以
上
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

前
項
の
防
火
管
理
者
は
、
同
項
の
消
火
訓
練
及
び
避
難
訓
練
を

７

前
項
の
防
火
管
理
者
は
、
同
項
の
消
火
訓
練
及
び
避
難
訓
練
を

実
施
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
消
防
機
関
に
通

実
施
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
消
防
機
関
に
通

報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
共
同
防
火
管
理
の
協
議
を
す
べ
き
事
項
）

（
共
同
防
火
管
理
の
協
議
を
す
べ
き
事
項
）

第
四
条
の
二

（
略
）

第
四
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

推
進
地
域
に
所
在
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
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火
対
象
物
の
う
ち
、
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策

の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号

、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
施
設
（

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
管
理
す
る
も
の
を
除

き
、
東
南
海
・
南
海
地
震
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
に
係
る
地
震
防

災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
が
管

理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
も
の
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を

有
す
る
者
は
、
第
一
項
第
四
号
の
消
防
計
画
に
第
三
条
第
五
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

。


